
 

 

議 第   ９４    号  

令和４年１２月２２日提出  

 

 

熊本博物館協議会規則の一部改正について 

 

 

熊本博物館協議会規則の一部を次のように改正したいので、議決を求める。 

 

 

  熊本市教育長 遠 藤 洋 路 

 

 

熊本博物館協議会規則の一部を改正する規則 

 

熊本博物館協議会規則（昭和５８年教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第４条第１項中「意見を求める」を「会長が指定する期日までに委員ごとの審議結果を

回答させる」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該期日までに審議結果を回答した委員については、当該期日に会

議に出席したものとみなす。 

第４条第２項中「前条第４項」を「前条第３項」に改め、同項に後段として次のように

加える。 

この場合において、同項中「出席した委員」とあるのは「会長が指定する期日までに審

議結果を回答した委員」と、「議長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。 

 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 （提出理由） 

 熊本博物館協議会規則の書面審議に関し具体的な回答方法及び手順に関し必要な事項を

定めるため、所要の改正を行う必要があることから、熊本市教育委員会教育長事務委任等

規則（昭和２７年教育委員会規則第６号）第１条第８号の規定に基づき、議決を求めるも

1



 

 

のである。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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